
第  号議案

神戸市道路公社の定款変更の認可を共同申請する件

神戸市道路公社の道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更につい

て同公社から次のとおり協議があったので，地方道路公社法（昭和45年法律第82

号）第５条第３項の規定により，同公社と共同して国土交通大臣に当該定款の変

更の認可の申請を行う。 

令和３年２月18日提出

神戸市長 久  元   喜   造

18
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神 道 公 第 2 1 8 号 

令 和 ２ 年 12月 ９ 日 

道路管理者 神戸市 

代表者 神戸市長 久  元 喜  造  様  

神戸市道路公社 

理事長 名  倉  重  晴  ㊞  

道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更の認可申請の協議に

ついて 

道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更について，地方道路公社

法（昭和45年法律第82号）第５条第２項及び第３項の規定により貴市と共同して

国土交通大臣に認可の申請をしたいので，同条第３項の規定により協議します。 

記  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の太線の表示部分を削る。 

改正後 改正前 

（道路の整備に関する基本計画） 

第15条  この道路公社は，次の路線に係

る道路を新設し，又は改築して料金を

徴収する。 

路線名 管理の区間 

［略］ 

市道布引

鵯線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

神戸市中央区布引町付

近から 

神戸市北区山田町下谷

上字中一里山付近まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

（道路の整備に関する基本計画） 

第15条  この道路公社は，次の路線に係

る道路を新設し，又は改築して料金を

徴収する。 

路線名 管理の区間 

［略］ 

市道布引

鵯線 

 

 

 

市道神戸

駅裏線 

（ハーバ

ーランド

第１駐車

場） 

 

［略］ 

［略］ 

神戸市中央区布引町付

近から 

神戸市北区山田町下谷

上字中一里山付近まで 

 

神戸市中央区東川崎町

１丁目及び相生町１丁

目地内 

 

 

 

 

［略］ 
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理    由  

地方道路公社法第５条第６項の規定により，議会の議決を経る必要があるため。 
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（参 考）

地方道路公社法 ぬき がき

 （定款）  

第５条  道路公社 は， 定款をもつて，次 の事 項を規定しなけれ ばな らない。

(1)～ (6) ［略］

(7) 道路（道路法（ 昭和 27年法律第 180号）第３ 条の一般国道，都道 府 県道及び市町村道 をい

う。以下同じ。） の整 備に関する基本計 画

(8)， (9) ［略］  

２  定款の変更は ，国 土交通大臣（地方 自治 法（昭和 22年法律 第 67号）第 252条の 19第１項 の市

（以下「指定市」 とい う。）以外の第８ 条の 市が設立した道路 公社 にあつては都道府 県知 事

とし，以下「国土 交通 大臣等」という。 ）の 認可を受けなけれ ば， その効力を生じな い。  

３  設立団体たる 地方 公共団体の変更又 は道 路の整備に関する 基本 計画の変更に係る 定款 の変

更についての前項 の認 可の申請は，設立 団体 （新たに設立団体 とな る地方公共団体を 含む 。

以下この項，次項及 び第 ６項において同じ。）が 道路公社と協議し て定 めるところに基づ き，

道路公社と設立団 体が 共同して行うもの とす る。  

４，５ ［略］

６ 設 立 団 体 は ， 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 第 ２ 項 の 認 可 の 申 請 を し よ う と す る と き ， 又 は 前 項 の 同

意 を し よ う と す る 場 合 に お い て 当 該 定 款 の 変 更 が 業 務 の 範 囲 の 変 更 若 し く は 基 本 財 産 の 額 の

増加に係るもので ある ときは，あらかじ め， 議会の議決を経な けれ ばならない。  
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